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梨澤節三 旭町

　当該道路は北海道が所管する道路であるとともに、町の都市計画道路として
位置付け。町の都市計画マスタープランでは、花の誘い強化路線花景観街路と
なっています。現在、北海道が事業主体として、車道と歩道の整備が進められ
ています。
　歩道内に整備する花壇ラベンダーの植栽ついては、整備予定の歩道全幅員が
現況2.5ｍに対し、計画では3.5ｍと拡幅する予定となっており、うち3.0ｍが車
いすや自転車のほか、歩行者の利用幅として位置付けています。利用幅3.0ｍを
除いた0.5ｍの幅員内に現道内にある電柱のほか、道路標識や照明などの付帯設
備と合わせて花壇整備を行う予定です。
花壇整備については、都市計画マスタープランに基づき、かねてより町から北
海道に対して要望を行っています。
　歩道幅員が現況より1.0ｍの拡幅することにより、歩行者への安全性を高める
とともに、段差が少なく傾斜の緩い構造となるほか、植樹帯に代わり植樹枡に
することで高齢者や障がい者、通園バスの乗降に配慮した花壇の整備を行う予
定です。
　この整備により、冬期間を含めた交通の利便性と安全性の向上のほか、観光
振興へも寄与するものと考えており、また、花壇の管理は上富良野町高齢者事
業団へ委託を予定しています。ご理解をお願いします。

所管課 建設水道課

　通称十勝岳観光道（フジスーパーから和田牧場の間）の拡幅工事が進行中で
す。今回の工事で冬季除雪が歩車道分離されることは何よりです。
　通学児童や地域の見守りを実施してきた中で、
・歩道は通行人の安心・安全のためにあるもの
・花壇の段差が、高齢者や障がい者が利用する車いすの障害となる車いすが通
れない歩道が多い
・花壇の手入れは、町内会などのボランティア頼みになる
・高齢者や障がい者、幼児連れ家族の乗り降り場所に制限を受ける
　このことから歩道に花壇は不要と考えます。
※ご本人了承のうえ、ご意見の一部を省略、修正したものを掲載しています

ご意見


